　　　　竹田市観光周遊ツアー造成事業補助金付要綱

　（趣旨）
第１条　竹田市観光周遊ツアー造成事業補助金（以下「補助金」という。）の交付については、竹田市補助金等交付規則（平成１７年竹田市規則第５０号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
　（交付の目的）
第２条　この補助金は、本市を訪れる団体旅行を取り扱う旅行会社等に対し、その旅行商品造成に要する経費の一部を補助することにより、本市への団体旅行を誘致し、交流人口の拡大による地域経済の活性化を図ることを目的とする。
　（交付の対象及び補助金の額）
第３条　この補助金の交付の対象となる旅行商品（以下「補助事業」という。）は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
　(１)　旅行会社等が取り扱う募集型又は受注型の新たな団体旅行商品であって、貸切列車１台の乗客が４０人以上又は貸切バス１台の乗客が１０人以上（人数は実績とする。）のものであること。
　(２)　市内の観光地３箇所以上を訪れること。
　(３)　参加者が市内の食事処で１回以上食事をとり、又は市内の宿泊施設（旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第２項又は第３項に規定する宿泊施設をいう。以下同じ。）に宿泊すること。
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は補助金の交付の対象としないものとする。
　(１)　市から他の制度による補助金その他これに類する助成を受けて実施する団体旅行
　(２)　国、自治体等が実施する会議又は研修、宗教活動又は政治活動を目的とした旅行その他市長が適当でないと認めるもの
３　補助金の額は、次の各号に掲げる団体旅行の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、第１号及び第２号のいずれにも該当するときは、いずれか一方のみ支給するものとする。
　(１)　ツアー専用列車を借り上げて実施する団体旅行　１便当たり８００,０００円を上限とする。
　(２)　貸切バスを借り上げて実施する団体旅行　大型バスを使用する場合は１台当たり１００,０００円を上限とし、中型バスを使用する場合は１台当たり８０,０００円を上限とする。
　(３)　第１号又は前号に該当する団体旅行であって、チラシ、パンフレット又はＳＮＳ広告等による参加者募集の広告宣伝を行うものについては、広報に要した経費の２分の１（上限５０,０００円）を加算する。
　(４)　周遊促進のため、市が指定する「たけた城下町まちめぐりパスポート」その他の周遊パスポートを配布する場合は、必要枚数分の実費を支給する。
　(５)　参加者が市内の飲食店において食事をとる場合は、１回につき１人５００円を限度として支給する。
　(６)　参加者が市内の宿泊施設に宿泊する場合は、１泊につき１人１,５００円を限度として支給する。
　（交付の申請）
第４条　補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え、催行日の１０日前までに市長に提出しなければならない。
　(１)　補助事業の実施要項及び計画書
　(２)　予定催行人数を記した書類
　(３)　宿泊する事実を証明した書類（前条第３項第６号に規定する団体旅行に限る。）
　(４)　その他市長が必要と認める書類
　（交付の決定等）
第５条　市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により、速やかに申請者に通知するものとする。
２　補助金の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。
　(１)　補助事業の内容、事業計画の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。
　(２)　補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、市長の承認を受けること。
　(３)　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
　（申請の取下げ）
第６条　補助金の交付の決定の通知を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して３０日以内に、書面により申請の取下げをすることができる。
　（変更等の承認）
第７条　補助事業者は、第５条第２項第１号又は第２号に規定する承認を受けようとするときは、あらかじめ補助事業（変更・中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。
２　市長は、前項の申請を認めるときは、補助事業（変更・中止・廃止）承認通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。
　（遅延等の報告）
第８条　補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに補助事業事故報告書（様式第５号）により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
　（状況報告）
第９条　補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について市長の要求があったときは、速やかに状況報告書（様式第６号）により市長に報告しなければならない。
　（実績報告）
第１０条　補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。）は、その日から起算して３０日を経過した日又は翌会計年度の４月３０日のいずれか早い日までに実績報告書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。
　（補助金の額の確定等）
第１１条　市長は、前条の報告を受けた場合は、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容（第７条の承認を受けたときは、当該承認を受けた内容を含む。）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書（様式第８号）により補助事業者に通知するものとする。
　（補助金の請求）
第１２条　補助金は、前条の規定により交付すべき額が確定した後に支払うものとする。
２　補助金の交付決定を受けた補助事業者が、補助金の支払を受けようとするときは、補助金交付請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。
　（交付決定取消による補助金の返還）
第１３条　市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還及び規則第１５条第１項に規定する加算金の納付を命ずるものとする。
２　前項の規定による補助金の返還及び加算金の納付は、当該補助金の返還を命ぜられた日から起算して３０日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、規則第１５条第２項に規定する延滞金を課する。
　（関係書類等の整備）
第１４条　補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿、書類等を常に整備しておくとともに、当該書類等を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。
　（その他）
第１５条　この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　この要綱は、令和７年１１月１日から施行する。
